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選択的夫婦別姓制度の議論の活性化を求める意見書 

 

 最高裁判所は２０１５年１２月の判決において、夫婦同姓制度を

「合憲」としつつも、「制度のあり方は国会で論じられ、判断される

べき事柄に他ならない」との結論を出した。また、２０２１年６月の

判決においても同様の判断が示された。  

 現行の民法は、婚姻時に夫婦いずれか一方の姓を改めることとし

ている。しかし、家族のあり方も多様化し、女性の活躍を推進する現

代において、社会の考え方や価値観も確実に変化しており、２０２１

年１２月に行われた選択的夫婦別姓制度に係る内閣府の調査では、

当該制度に関する法整備の必要性について、７割を超える国民が導

入に賛成あるいは容認としている。 

これらを反映した世論の動向に鑑み、最高裁判所の趣旨を踏まえ

つつ、国会及び政府の責務として制度のあり方を議論していかなく

てはならない。 

 よって、国においては、社会に開かれた形で選択的夫婦別姓制度の

議論の活性化を行うよう強く求める。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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